
■ 発熱などの症状があった場合の
　　　　　　　　　  医療機関受診等のお知らせ ■

発熱などの症状がみられた場合は、栃木県が指定す
る「外来対応医療機関」を受診ください。

「外来対応医療機関」の受診方法（※）などは、新型
コロナ総合相談コールセンターにご確認ください。
新型コロナ総合相談コールセンター新型コロナ総合相談コールセンター（24時間対応）

☎０５７０－５５０－０９６

また、栃木県のホームページでも公開されています。

栃木県ホームページは
こちらから確認ください。

※医療機関によって小児患者への対応や自院患者以
外の方への対応、診療可能な曜日や時間などが異な
ります。

問健康増進課 ☎（25）3512
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お
知
ら
せ

公
平
委
員
会
委
員
に
増
子
孝
徳
氏

を
選
任

　
市
議
会

６
月
定
例

会
で
同
意

を
得
て
、

増ま
し
こ子
孝た

か
の
り徳

氏
（
宇
都
宮
市
）
が
、
公
平
委
員
会

委
員
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。任
期
は
、

６
月
９
日
か
ら
令
和
８
年
５
月
17
日

ま
で
で
す
。

　
公
平
委
員
会
は
、
３
名
の
委
員
で

構
成
さ
れ
、
市
職
員
の
給
与
や
勤
務

条
件
に
関
す
る
審
査
事
務
お
よ
び
不

利
益
処
分
の
不
服
審
査
事
務
を
行
い

ま
す
。

問
総
務
人
事
課　

  

☎
（21）
２
３
５
１

都
市
計
画
法
第
34
条
第
11
号
に
基

づ
く
指
定
区
域（
案
）お
よ
び
区
域

指
定
後
の
閲
覧
方
法
に
関
す
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お

け
る
住
宅
等
の
立
地
基
準
の
ひ
と
つ

で
あ
る
都
市
計
画
法
第
34
条
第
11
号

の
規
定
に
よ
り
、
市
街
化
区
域
と
一

体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
を
客

観
的
か
つ
明
確
に
示
し
、
簡
易
に
閲

覧
で
き
る
よ
う
区
域
を
指
定
す
る
た

め
、「
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発

行
為
の
許
可
基
準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
伴
う
指
定
区
域
」
の
素

案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
素

案
お
よ
び
区
域
指
定
後
の
閲
覧
方
法

に
対
す
る
皆
さ
ん
の
意
見
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

募
集
期
間　
８
月
９
日
（
水
）
〜
９

月
８
日
（
金
）

閲
覧
場
所　

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー

（
本
庁
舎
４
階
）、
都
市
計
画
課
（
同

３
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺

尾
・
国
府
の
各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
都
市
計
画
課
ま
た
は
各

地
域
づ
く
り
推
進
課
窓
口
（
平
日
８

時
30
分
〜
17
時
15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
は
後
日

公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名
等
は
非

公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回
答
は

し
ま
せ
ん
。

問
都
市
計
画
課　
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こ
ん
な
時
は
国
民
年
金
の
手
続
き
を

国
民
年
金
の
種
別
と
手
続
き
に
つ
い
て

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
全
て
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
ま
す
。
年
金
の
種
別
は
次
の
３
種

類
で
、
種
別
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

や
変
更
な
ど
の
手
続
き
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

第
１
号
被
保
険
者:

自
営
業
者
・
学

生
等

年
金
の
手
続
き
は
、
全
て
ご
自
身
で

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者:

厚
生
年
金
に
加

入
し
て
い
る
お
勤
め
の
方
等

年
金
の
手
続
き
は
、
勤
め
先
の
事
業

主
が
行
い
ま
す
が
、
60
歳
未
満
で
退

職
し
た
場
合
は
、
第
１
号
被
保
険
者

に
な
る
た
め
の
手
続
き
を
ご
自
身
で

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者:

第
２
号
被
保
険

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

年
金
の
手
続
き
は
、
配
偶
者
の
勤
め

先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す
が
、
次
の

よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
60
歳
未
満
で

被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
た
め

の
手
続
き
を
ご
自
身
で
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

①
配
偶
者
の
退
職
／
②
本
人
の
パ
ー

ト
等
収
入
の
増
加
／
③
配
偶
者
の
死

亡
／
④
離
婚
な
ど

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
手
続
き
に

必
要
な
も
の

・
資
格
喪
失
証
明
書
等

・
手
続
き
さ
れ
る
方
の
年
金
番
号
が
わ

か
る
も
の
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
の
う
ち
、い
ず
れ
か
一
つ

・
来
庁
さ
れ
る
方
の
ご
本
人
確
認
が
で

き
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

運
転
免
許
証
等
）

・
委
任
状
（
代
理
人
が
手
続
き
す
る
場

合
。
様
式
自
由
）

場
所
　
栃
木
年
金
事
務
所
（
城
内
町

１
丁
目
）、
保
険
年
金
課
（
市
役
所

本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域

づ
く
り
推
進
課

問
栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

　

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
４

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

          

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

訓
練
日
時
　
８
月
23
日
（
水
）
11
時

放
送
内
容
「
上
り
チ
ャ
イ
ム
＋
『
こ

れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
』

×
３
＋
下
り
チ
ャ
イ
ム
」

放
送
さ
れ
る
機
器
　
屋
外
ス
ピ
ー

カ
ー
（
１
８
５
か
所
）
／
防
災
ラ
ジ

オ
（
自
動
起
動
し
ま
す
）
／
Ｆ
Ｍ
く

ら
ら
８
５
７
の
緊
急
割
り
込
み
放
送

／
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
Ｌ
字
放
送

（
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ
ま
す
）

問
危
機
管
理
課　

  

☎
（21）
２
５
５
１

増子孝徳氏

令和６年４月１日付採用令和６年４月１日付採用

 市役所職員市役所職員 およびおよび 消防職員募集消防職員募集
一次試験日一次試験日　９９月月 1717日（日）日（日）
場所：市役所本庁舎（万町）または場所：市役所本庁舎（万町）または
 キョクトウとちぎ蔵の街楽習館（入舟町） キョクトウとちぎ蔵の街楽習館（入舟町）
申込期限：８月 25日（金）必着申込期限：８月 25日（金）必着
※受付は郵送 および 電子申請※受付は郵送 および 電子申請

職種 採用予定人員 受験資格 および 年齢要件

一般事務 1０名程度 平成6年４月２日から平成１8年４月１日までに生まれた方（学歴は問わない）

保健師 ２名程度

下記①または②のいずれかに該当する方

① ・平成6年４月２日以降に生まれた方
・保健師資格を有する方または令和6年３月末日までに保健師資格を取得する見込みの方

②

・平成元年４月２日から平成6年４月１日までに生まれた方
・保健師資格を有する方
・保健師、看護師または助産師として、民間企業または他官公庁で直近５年以内に
  ３年以上の実務経験を有する方（※1）

土木技師 3名程度

下記①または②のいずれかに該当する方

① ・平成6年４月２日以降に生まれた方
・高等学校以上の土木に関する課程を卒業した方または卒業見込みの方

②
・昭和59年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方
・高等学校以上の課程を卒業し、民間企業または他官公庁で直近５年以内に３年以上の土木
  に関する実務経験（道路・河川等土木構造物の設計、施工管理、監督等）を有する方（※1）（※2）

建築技師 1名程度

下記①または②のいずれかに該当する方

① ・平成6年４月２日以降に生まれた方
・高等学校以上の建築に関する課程を卒業した方または卒業見込みの方

②
・昭和59年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方
・高等学校以上の課程を卒業し、民間企業または他官公庁で直近５年以内に３年以上の建築
  に関する実務経験（建築物の設計、工事監理、施工管理等）を有する方（※1）（※ 2）

一般事務
（障がい者） 1名程度

・昭和５9年４月２日から平成18年 4月 1日までに生まれた方（学歴は問わない）
・障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の交付を受けている方
・活字印刷文による出題に対応できる方
※受験に際して何らかの配慮を必要とされる方は総務人事課にご連絡ください。

消防 3名程度 ・平成11年４月２日から平成１8年４月１日までに生まれた方
・採用後、栃木市またはその周辺に居住できる方

※１．上記のうち、受験資格②枠の実務経験年数について、大学院の修士課程修了者は、経験年数が２年以上であれば要件を満たすこととする。
※２．土木技師および建築技師の受験資格②枠の受験者は、第１次試験を免除し、所定の様式により実務経験の内容の確認を行う。

試験案内の配布
総務人事課（市役所本庁舎3階）、本庁舎１階総合
案内、下の2次元コードからもダウンロード可
※消防職員は、市消防本部消防総務課、消防署、
　各分署でも配布

申込・問合先
市職員採用試験：総務人事課☎ (21) ２３５１
消防職員採用試験：消防本部消防総務課
　　　　　　　　　　　  　☎ (23)３５２７　　　　　　　　　　　  　☎ (23)３５２７

一般一般 消防消防 障がい者障がい者
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